
食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）

多数国間の制度：植物遺伝資源の取得の促進と公正かつ衡平な利益配分のための仕組み

背景 ●食料・農業のための植物遺伝資源→食糧安全保障上の重要性大
●利用（関連企業・研究者等のニーズ）と保全（資源消失の防止）を調和させる国際的な枠組みの必要性

２００１年の第３１回国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）総会で採択。
２００４年発効。１２７箇国及びＥＵが締結済み（２０１３年１月２１日現在)。米国は締結準備中。

内容 ●食料・農業のための植物遺伝資源の保全・持続可能な利用、得られた利益の公正・衡平な配分を目的。
●締約国による措置（資源の調査・目録の作成、持続可能な利用の促進（農法の開発，育種の促進等）等）を規定。
●「多数国間の制度」を設立。

意義 本条約の締結は，我が国の作物育種の推進、農業・関連産業の振興に資する。
←我が国は，作物の育種・研究に必要な植物遺伝資源を外国に大きく依存。（品種改良、新品種開発には多数の系統を掛け合わせる必要あり。）

対象となる作物
３５種類の食用作物
（にんじん、バナナ、稲、小麦など。）

８１種の飼料用作物
（マメ科、イネ科等の飼料用作物）

※締約国の管理・監督の下にあり、
かつ、公共のものを全て含める

利益配分基金

開発途上国における
植物遺伝資源の保全等に利用

提供者
定型の素材移転契約により

植物遺伝資源を利用者に提供

利用者
商業化から生じた利益の一部を

利益配分基金へ支払い

定型の素材移転契約
取引の条件・利益の配分率

等を定めた「ひな形」
→契約締結の労力が大幅減
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